
 

 

京都市中京区基本計画推進会議開催要綱 

 

（趣旨） 

第１条 中京区基本計画（以下「基本計画」という。）に掲げるまちづ

くりの指針に基づき、中京区の目指すべき将来像を実現するための事

業の進行管理と支援並びに基本計画の変更及び改定を要する場合の検

討を行うことを目的として、中京区基本計画推進会議（以下「推進会

議」という。）を開催する。 

 

（委員） 

第２条 推進会議に参加する委員は、次の各号に掲げる者のうちから、

中京区長が依頼する。 

⑴ 団体代表者 

⑵ 学識経験者 

 ⑶ その他区長が適当と認める者 

 

（任期） 

第３条 委員の任期は、就任の日からその日の属する翌年度の末日まで

とする。ただし、団体代表委員が代表する団体において代表者が交代

したときは、従前の団体代表委員の任期は、新たな代表者が委員に依

頼されるまでとし、新たに依頼された委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（座長の指名等） 

第４条 中京区長は、学識経験者である委員のうちから推進会議の座長

及び副座長を指名する。 

２ 座長は、推進会議の進行をつかさどる。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、あらかじめ座

長の指名する副座長がその職務を代理する。 

４ 中京区長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、

意見の陳述、説明、その他必要な協力を依頼することができる。 



 

（招集） 

第５条 推進会議は、中京区長が招集する。 

 

（企画会議） 

第６条 中京区長は、基本計画に関する具体的な施策、事業の検討、推

進等のため、企画会議を開催する。 

２ 企画会議に参加する委員は、中京区長が依頼するものとし、その任

期は就任の日からその日の属する翌年度の末日までとする。ただし、

再任を妨げない。 

 

（基本計画検討ワーキンググループ）  

第７条 中京区長は、基本計画の変更及び改定を検討する場合は、ワー

キンググループを設置することができる。 

２ 基本計画検討ワーキンググループに参加する委員は、その都度中京

区長が依頼する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の開催に必要な事項は、

中京区長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年６月２７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、最初の委員会は区長が招集する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年３月１３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年６月１１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この要綱の施行の際現に従前の推進会議又は企画運営会議（以下

「推進会議等」という。）に相当する会議（以下「旧会議」とい

う。）の委員である者は、この要綱の施行の日（以下「施行日」とい

う。）に推進会議等の委員として依頼されたものとみなす。この場合

において、その依頼されたものとみなされる者の任期は、第３条第１

項本文又は第６条第２項本文の規定にかかわらず、施行日における旧

会議の委員としての任期の残任期間とする。 

３ この要綱の施行の際現に旧会議の委員長又は副委員長（以下「委員

長等」という。）である者は、施行日に第４条第１項の規定により委

員長である者は座長に、副委員長である者は副座長にそれぞれ指名さ

れたものとみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年３月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月３０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月２７日から施行する。 

 

 


